
医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
等
が

変
更
さ
れ
て
い
ま
す

医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
等
が

変
更
さ
れ
て
い
ま
す

医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
等
が

変
更
さ
れ
て
い
ま
す

医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
等
が

変
更
さ
れ
て
い
ま
す

振
込
口
座
の
確
認
を

住
所
変
更
の
届
出
に
つ
い
て

平
成
２０
年
４
月
〜

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
の
窓
口
負
担
の
割
合
が
２
割
負
担（
現
役
並
み
所
得
者

で
あ
る
場
合
は
３
割
負
担
）と
す
る
制
度
改
正
が
昨
年
行
わ
れ
ま
し
た
が
、政
府
の

凍
結
策
に
よ
り
平
成
21
年
３
月
ま
で
の
一
年
間
、窓
口
負
担
の
割
合
が
１
割（
既
に

３
割
負
担
の
方
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
一
定
の
障
害
認
定

を
受
け
た
方
を
除
く
）に
据
え
置
か
れ
て
い
ま
す
。

６
歳（
小
学
校
就
学
前
）に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
31
日
以
前
の
方
に
つ
い

て
は
、窓
口
負
担
の
割
合
が
２
割
と
な
っ
て
い
ま
す
。

75
歳
以
上
の
方（
65
歳
か
ら
74
歳
で
一
定
の
障
害
認
定
を
受
け
た
方
を
含
む
）は
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
ま
す
。

（
窓
口
負
担
の
割
合
は
１
割
負
担
。た
だ
し
、現
役
並
み
所
得
者
の
窓
口
負
担
は
３

割
負
担
。）

　
　
　
　
　
　

◆
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
係
る
制
度
内
容
や
各
種
手
続
き
に
つ
い
て
は
、奈
良
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
ま
た
は
居
住
地
の
市
町
村
窓
口
へ
お
問
合
わ
せ
願
い
ま
す
。

　

共
済
組
合
へ
届
け
出
て
い
る
口
座
を
解
約
し

た
り
、結
婚
し
て
名
義
を
変
更
し
て
い
な
い
等

の
理
由
で
、給
付
金
等
の
送
金
が
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、最
近
は
金
融
機
関
の
統
廃
合
な
ど
で

口
座
番
号
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。

　

届
出
口
座
に
変
更
が
あ
り
ま
し
た
ら
、速
や

か
に
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ
て

共
済
組
合
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

組
合
員
証
等
は
大
切
に

組
合
員
証
等
は
大
切
に

　

組
合
員
証
や
組
合
員
被
扶
養
者
証
等
は
、皆
さ
ま
が
医
療
機
関
で
受
診
す
る
際
、共

済
組
合
の
組
合
員
や
被
扶
養
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
大
事
な
も
の
で
す
か
ら
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

も
し
盗
難
や
紛
失
が
あ
っ
た
場
合
、有
効
期
限
が
付
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。必
ず
警
察
へ
届
け
出
る
と
同
時
に
、所
属

所
の
共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ
て
共
済
組
合
へ
速
や
か
に
再
交
付
の
申
請
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、記
載
し
て
あ
る
氏
名
・
生
年
月
日
等
に
変
更
や
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、速
や

か
に
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ
て
共
済
組
合
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

退
職
後
あ
る
い
は
有
効
期
限
を
経
過
し
た
組
合
員
証
等
は
直
ち
に
所
属
所
の
共
済

事
務
担
当
課
を
通
じ
て
共
済
組
合
へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

　

平
成
20
年
４
月
か
ら「
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
険
指
導
」が
、ま
た
、「
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
」が
開
始
さ
れ
ま
し
た
の
で
、当
共
済
組
合
で
は
正
確
な
住
所
管
理
が

必
要
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、共
済
組
合
へ
届
け
出
て
い
る
組
合
員
の
皆
さ
ま
お
よ
び
被
扶
養
者
の
皆
さ

ま
の
住
所
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、速
や
か
に
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ

て
共
済
組
合
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

振
込
口
座
の
確
認
を

住
所
変
更
の
届
出
に
つ
い
て

厳
し
い
短
期
財
政
に

　
　

ご
理
解
と
ご
協
力
を

厳
し
い
短
期
財
政
に

　
　

ご
理
解
と
ご
協
力
を

厳
し
い
短
期
財
政
に

　
　

ご
理
解
と
ご
協
力
を

　

各
都
道
府
県
の
市
町
村
職
員
共
済

組
合
間
で
の
掛
金
率
の
格
差
を
是
正

す
る
た
め
、全
国
市
町
村
職
員
共
済

組
合
連
合
会
に
お
い
て
財
政
調
整
・
特

別
財
政
調
整
事
業
を
行
っ
て
お
り
、一

定
の
掛
金
率
を
超
え
た
場
合
、同
事

業
か
ら
交
付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

当
共
済
組
合
で
は
平
成
14
年
度
か

ら
調
整
交
付
金
を
受
け
、平
成
15
年

度
か
ら
は
調
整
交
付
金
と
特
別
調
整

交
付
金
を
受
け
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の

交
付
金
は
掛
金
に
充
当
し
ま
す
の
で
、

皆
さ
ま
の
掛
金
は
そ
の
分
軽
減
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。こ
の
交
付
金
の

財
源
は
、各
都
道
府
県
市
町
村
職
員

共
済
組
合
の
組
合
員
の
掛
金
と
所
属

所
の
負
担
金
、そ
れ
に
税
金
で
賄
わ
れ

て
い
ま
す
。こ
の
た
め
、交
付
金
を
受

け
る
と
附
加
給
付
の
基
礎
控
除
額
を

自
由
に
設
定
で
き
な
い
と
い
う
制
約

（
現
行
、2
万
5
千
円
・・
当
組
合
は
平

成
17
年
4
月
診
療
分
か
ら
引
き
上

げ
）が
あ
り
ま
す
。

　

当
共
済
組
合
は
、
被
扶
養
者
総

数
を
組
合
員
総
数
で
除
し
た
扶
養

率
（
平
成
18
年
度
）
が
、
全
国
の

共
済
組
合
の
な
か
で
第
4
位
、
組

合
員
1
人
当
た
り
医
療
費
が
組
合

員
で
第
3
位
・
被
扶
養
者
で
第
5

位
と
い
う
高
い
順
位
で
す
。

　

被
扶
養
者
の
医
療
費
は
組
合
員

全
体
で
負
担
す
る
た
め
、
被
扶
養

者
が
多
く
、
扶
養
率
が
高
い
と
組

合
員
の
負
担
が
重
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
1
人
当
た
り
の
医
療
費
が

高
額
な
こ
と
や
、
後
期
高
齢
者
支

援
金
・
前
期
高
齢
者
納
付
金
・
退

職
者
給
付
拠
出
金
等
が
短
期
財
政

を
圧
迫
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ま
も
健
康
に
留
意
さ
れ
医

療
費
の
節
約
に
ご
協
力
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

平成20年4月からの短期掛金・負担金率と交付金

短期掛金率 （単位：‰）

一般・特定消防

市町村長・特別職

期末手当等の率 毎月の率

38.09

38.09

47.6125

38.09

交 付 金 の 財 源

41.07‰

法
定
給
付
等（
※
3
）

（期末手当等の率）

負担金
40.48‰

特別調整
交付金
1.48‰

調整交付金
1.5‰

掛金
37.5‰

附
加
給
付（
※
4
）

負担金
0.59‰

掛金
0.59‰

38.09‰

全国連合会 共済組合

0.45‰ 0.45‰

所属所
調整負担金（※）

全国連合会 共済組合

1.1‰

所属所・負担金
組合員・掛金

※1.調整負担金…国の地方財政計画において措置されている
※2.調整基準率は32.5‰を37.5‰に、特別調整基準率は34
　‰から39‰に、平成20年4月から引き上げられている。
※3.法定給付等…医療費の7割、高額療養費、出産費、埋葬料、傷

病手当金、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、
老人保健拠出金、退職者給付拠出金等

※4.附加給付……家族療養費附加金、一部負担金払戻金、出産費附
加金、埋葬料附加金、家族出産費附加金、家族埋
葬料附加金等
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